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利用者と職員が、一緒にゆったりと過ごす場面が
ある
（参考項目：18,38）

通いの場やグループホームに馴染みの人や地域
の人々が訪ねて来ている
（参考項目：2,20）

利用者は、その時々の状況や要望に応じた柔軟な
支援により、安心して暮らせている
（参考項目：28）

利用者は、健康管理や医療面、安全面で不安なく
過ごせている
（参考項目：30,31）

利用者は、戸外の行きたいところへ出かけている
（参考項目：49）

職員から見て、利用者の家族等はサービスにおお
むね満足していると思う

職員から見て、利用者はサービスにおおむね満足
していると思う

1. ほぼ全ての利用者が
2. 利用者の２/３くらいが
3. 利用者の１/３くらいが
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職員は、利用者の思いや願い、暮らし方の意向を
掴んでいる
（参考項目：23,24,25）

利用者は、職員が支援することで生き生きした表
情や姿がみられている
（参考項目：36,37）

利用者は、一人ひとりのペースで暮らしている
（参考項目：38）

4. ほとんどいない
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2. 利用者の２/３くらいが

2. 利用者の２/３くらいが

3. たまにある

2. 家族等の２/３くらいが
3. 利用者の１/３くらいが 3. 家族等の１/３くらいが
4. ほとんどいない 4. ほとんどできていない

3. 利用者の１/３くらいが 3. 利用者の１/３くらいが
4. ほとんどいない 4. ほとんどいない
1. ほぼ全ての利用者が 1. ほぼ全ての家族等が

4. ほとんどいない 4. ほとんどいない
1. ほぼ全ての利用者が 1. ほぼ全ての利用者が
2. 利用者の２/３くらいが 2. 利用者の２/３くらいが

職員は、活き活きと働けている
（参考項目：11,12）

1. ほぼ全ての利用者が 1. ほぼ全ての職員が
2. 職員の２/３くらいが

3. 利用者の１/３くらいが 3. 職員の１/３くらいが

2. 利用者の２/３くらいが 2. 少しずつ増えている
3. 利用者の１/３くらいが 3. あまり増えていない
4. ほとんどいない 4. 全くいない

運営推進会議を通して、地域住民や地元の関係
者とのつながりが拡がったり深まり、事業所の理
解者や応援者が増えている
（参考項目：4）

3. たまに
4. ほとんどない 4. ほとんどない
1. ほぼ全ての利用者が 1. 大いに増えている

4. ほとんど掴んでいない 4. ほとんどできていない
1. 毎日ある 1. ほぼ毎日のように
2. 数日に１回程度ある 2. 数日に1回程度

職員は、家族が困っていること、不安なこと、求め
ていることをよく聴いており、信頼関係ができてい
る
（参考項目：9,10,19）

1. ほぼ全ての利用者の 1. ほぼ全ての家族と
2. 利用者の２/３くらいの 2. 家族の２/３くらいと
3. 利用者の１/３くらいの 3. 家族の１/３くらいと

訪問調査日 令和7年2月21日

Ⅴ．サービスの成果に関する項目（アウトカム項目）　　※項目№1～55で日頃の取り組みを自己点検したうえで、成果について自己評価します

項　　目
　　　　　　　　取　り　組　み　の　成　果
　　↓該当するものに○印

項　　目
　　　　　　　　取　り　組　み　の　成　果
　　↓該当するものに○印

地域の住民や自治会と良好な関係性が構築されており、地域の方々との相互交流が図られています。民生
委員や自治会長等も気さくに声をかけて頂ける関係性が築かれており、地域住民や地域行事等、災害時対
策含め関係良好な地域密着型施設として根付かれています。施設行事への地域からの参加や、地域行事
への施設からの参加も積極的に行われ、地域の方々からも常に気にかけられている存在となっています。
協力医療機関とは、施設への理解を得た密な関係性が形成されており、２４時間対応で医療に関する初期
対応が可能な体制になっています。週一回歯科往診があり、利用者の口腔ケアへも細やかな対応がなされ
ています。行事やレクリエーションでは、季節を感じて頂ける事を大切にされ、旬の果物等を活用したり、近
隣への花見等が行われています。

【外部評価で確認した事業所の優れている点、工夫点（評価機関記入）】

基本情報リンク先 https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/27/index.php?action_kouhyou_detail_022_kani=true&JigyosyoCd=2790900084-00&ServiceCd=320

評価機関名 一般社団法人ぱ・まる

所在地 堺市堺区三宝町二丁131番地２

所在地 大阪府高槻市大冠町二丁目19番1号

自己評価作成日 令和7年2月1日 評価結果市町村受理日 令和7年3月11日

　（様式１）

1  自己評価及び外部評価結果

【事業所が特に力を入れている点・アピールしたい点（事業所記入）】

事業所番号 2790900084

法人名 社会福祉法人　香西会

高槻市のなかでも閑静な田園地域に位置し、広い窓からは四季折々の風景を眺めることが出来ます。大き
な窓やテラスを活用して花鳥風月をご利用者様と共に楽しんでいます。職員の出勤・退勤時には地域の方
から声をかけて頂くほか、ご自宅に咲いた花や畑でつくった野菜を持ってきてくださるような間柄です。平成
29年6月の地震の際にも、自治会長さんや近隣から安否を尋ねていただきました。現在、コロナ禍で小規模
多機能ホームとの交流、地域のボランティアさんとの交流もか細くなっていますが、地域にできた繋がりを維
持するために季節の変わり目ごとに挨拶をするようにしています。コロナの影響でご家族との面会の機会が
大幅に減りましたが、感染予防策を講じ短時間ではありますが面会を再開しています。

事業所名 グループホーム　ティアラ

一般社団法人　ぱ・まる

https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/27/index.php?action_kouhyou_detail_022_kani=true&JigyosyoCd=2790900084-00&ServiceCd=320
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令和6年度　グループホーム ティアラ

実践状況 次のステップに向けて期待したい内容

Ⅰ.理念に基づく運営

1 （1） ○理念の共有と実践

地域密着型サービスの意義をふまえた事
業所理念をつくり、管理者と職員は、その
理念を共有して実践につなげている

2 （2） ○事業所と地域とのつきあい

利用者が地域とつながりながら暮らし続け
られるよう、事業所自体が地域の一員とし
て日常的に交流している

3 ○事業所の力を活かした地域貢献

事業所は、実践を通じて積み上げている認
知症の人の理解や支援の方法を、地域の
人々に向けて活かしている

4 （3） ○運営推進会議を活かした取り組み

運営推進会議では、利用者やサービスの
実際、評価への取り組み状況等について
報告や話し合いを行い、そこでの意見を
サービス向上に活かしている

5 （4） ○市町村との連携

市町村担当者と日頃から連絡を密に取り、
事業所の実情やケアサービスの取り組み
を積極的に伝えながら、協力関係を築くよ
うに取り組んでいる

運営推進会議では自治会長・民生委員・地域包括支援セ
ンター職員、利用者及びその家族の参加が得られてお
り、地域と利用者の関係つくりに役立てています。ティアラ
の課題と共に、地域の課題もお話しいただき、解決の方
策なども話し合っています。

地域の自治会・民生委員・地域包括支援センター・家族・
利用者の参加があり、対面での開催が再開継続されて
います。施設周辺含めた地域環境についての話し合い
等も行われ、地域課題の解決に繋げられた事例も確認
できました。

事業活動の中から発生した質問、疑問については常に市
町村担当者に相談、確認をしており市町村と足並みをそ
ろえてニーズに対応できるようはかっています。また、骨
折を伴う事故など発生した場合すみやかに報告連絡をし
ています。

利用者の権利擁護や生活確保のため、必要に応じた行
政との相談や協働が行われています。地域包括支援セ
ンターとの協働で、地域の高齢者課題や問題解決に向
けた取組がなされています。

自己評価

近隣の方との交流は、気軽に挨拶を交わすほど日常的に
図れています。地域とティアラがお互いのイベントに気軽
に参加できる関係を作っています。8月には隣接の畑にひ
まわりを植えてくださり、利用者様と共にお招きいただき観
覧させていただきました。11月には地域のコミュニティセン
ターにて開催の文化祭へ作品を出品いたしました。

民生委員や自治会長等も気さくに声をかけて頂ける関係
性が築かれており、地域住民や地域行事等、災害時対
策含め関係良好な地域密着型施設として根付かれてい
ます。施設行事への地域からの参加や、地域行事への
施設からの参加も積極的に行われ、地域の方々からも
常に気にかけられている存在となっています。

気候のよいときにはご利用者様と共に施設前の公園掃除
へお声かけしながらできる限り共に参加するよう心がけて
います。クリスマスのイルミネーションも暗い夜道を明るく
照らしました。

外部評価

実践状況

事業開始前に、職員同士で話しあい作成した理念を掲
げ、見やすい場所に掲示して常に共有を図っています。ま
た、新人研修時に理念に対する理解度確認を行い、常に
意識を持てるようにしています。毎年実施する基礎研修で
は、法人の理念とともにティアラの理念を再確認し、実際
と合致しているかを振り返っています。

施設の理念は、法人の理念に基づいた上で、地域密着
型施設としての施設独自の理念が施設で考えられ掲げ
られています。理念が現状に合致しているかどうか、毎
年確認され、振り返りが行われています。日常の行動で
も、地域の一員としての意識を維持し、お互いに助け合
い迷惑をかけない関係を心がけた支援が行われていま
す。

自己評価および外部評価結果 〔セル内の改行は、（Altｷｰ）＋（Enterｷｰ）です。〕
自
己

外
部

項　　目
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令和6年度　グループホーム ティアラ

実践状況 次のステップに向けて期待したい内容

自己評価 外部評価

実践状況
自
己

外
部

項　　目

6 （5） ○身体拘束をしないケアの実践

代表者および全ての職員が「指定地域密
着型サービス指定基準及び指定地域密着
型介護予防サービス指定基準における禁
止の対象となる具体的な行為」を正しく理
解しており、玄関の施錠を含めて身体拘束
をしないケアに取り組んでいる

7 ○虐待の防止の徹底

管理者や職員は、高齢者虐待防止関連法
について学ぶ機会を持ち、利用者の自宅
や事業所内での虐待が見過ごされることが
ないよう注意を払い、防止に努めている

8 ○権利擁護に関する制度の理解と活用

管理者や職員は、日常生活自立支援事業
や成年後見制度について学ぶ機会を持
ち、個々の必要性を関係者と話し合い、そ
れらを活用できるよう支援している

9 ○契約に関する説明と納得

契約の締結、解約又はや改定等の際は、
利用者や家族等の不安や疑問点を尋ね、
十分な説明を行い理解・納得を図っている

平成28年度に地域包括の主催する会議で成年後見制度
について学ぶ機会がありました。今後も市町村・地域包括
支援センターで後見人制度や日常生活自立支援を学ぶ
機会があれば参加させていただき、管理者やケアマネー
ジャーから介護職員にも知識が行き渡るように内部研修
なども行いたいと考えます。

家族、利用者と契約を締結・解約する際には丁寧な説明
をこころがけ、疑問点には全て答え、納得の上契約・解約
を頂くようにしています。利用開始後に発生した疑問につ
いても遠慮なく質問するよう必ず伝えています。

「香西会は身体拘束・虐待をしないことを誓います。」と誓
いの言葉を掲げ、新人教育や内部研修（基礎研修）の実
施により徹底して身体拘束をしない介護に取り組んでいま
す。離設の危険がある事例が発生した場合には、日々の
記録をミーティングなどで話し合い情報を職員間で共有し
安全確保に努めています。さらに、月に一度の会議で、身
体拘束を行っていないことを確認しています。利用者一人
一人が抱えるリスクは、プラン更新時に担当者会議を行
い、ご家族に理解を頂くとともに対応方法についても話し
合っています。

拘束並びに虐待に関する適正化委員会が年6回開催さ
れています。委員会の内容は職員会議を通じて、全職員
に周知共有されています。法人全体として年2回の職員
研修が実施されており、法人方針に沿った適切な支援の
提供となるよう、努められています。その人らしさのケア
の提供が理念であることから、職員による口頭での拘束
にも繋がらないよう心がけられており、年2回の研修の中
でも職員に再確認されています。

新人教育で虐待防止教育を実施しています。また、現職
員に対しても、集団研修や内部研修（基礎研修）の実施し
学ぶ機会の確保に努めています。現職員には、新人教育
時の講師役を担わせることで継続的な啓発となるように努
めています。発生した事故については徹底的に原因を究
明し、再発を防止し、かつ職員による虐待ではないことを
証明することを行っています。
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令和6年度　グループホーム ティアラ

実践状況 次のステップに向けて期待したい内容

自己評価 外部評価

実践状況
自
己

外
部

項　　目

10 （6） ○運営に関する利用者、家族等意見の反映

利用者や家族等が意見、要望を管理者や
職員ならびに外部者へ表せる機会を設け、
それらを運営に反映させている

11 （7） ○運営に関する職員意見の反映

代表者や管理者は、運営に関する職員の
意見や提案を聞く機会を設け、反映させて
いる

12 ○就業環境の整備

代表者は、管理者や職員個々の努力や実
績、勤務状況を把握し、給与水準、労働時
間、やりがいなど、各自が向上心を持って
働けるよう職場環境・条件の整備に努めて
いる

13 ○職員を育てる取り組み

代表者は、管理者や職員一人ひとりのケア
の実際と力量を把握し、法人内外の研修を
受ける機会の確保や、働きながらトレーニ
ングしていくことを進めている

平成24年度よりキャリアパス制度の導入。平成25年度～
今年度まで、事業所としての目標を掲げて全員で取り組
みを繰り返す中で、今季は、利用者が自分の体づくりがで
きるようになることを目標とし、毎日の体操を通じて心肺機
能の向上を目指しています。職員が資格取得のための研
修を法人の補助で受けられるように支援しています。介護
福祉士試験では、先に合格した職員からのアドバイス等も
受けやすい環境ができています。

研修計画を作成し、資格取得に向けた体制をつくっており
職員から行きたい研修を管理者に相談できるように常に
研修の情報を職員入り口に掲示しております。管理者は
全ての職員が平等に研修を受けられるように配慮してい
ます。研修に行った職員は研修報告書を作成し内容を全
ての職員に周知できる体制をとっています。ティアラでは、
ＯＪＴを通じて新人教育に取り組んでいます。そのためタイ
ムテーブルや新人教育マニュアルを整えています。

家族が意見を言いやすいようこまめな連絡を行い、利用
者ノートを作り、家族からの意見や質問が職員に周知でき
る体制をとり、毎日のミーティングの場でも共有するよう努
めています。毎月末や行事のお報せの際には家族あてに
ご利用者様の様子を報告するお手紙を、介護職員・看護
職員の意見を記載してお送りし、折り返しの電話で、ご意
見を頂いた場合は、ノートやミーティングにフィードバック
するようにしています。苦情や提案があった場合は、月1
度の会議の場で議題とし、ご家族の要望にどのように応
えて行けるのかを話し合っています。また、いただいたご
意見を運営推進会議の場で議題にあげています。

運営推進会議を意見交流の場として捉えており、利用者
や利用者家族からの直接的な意見聴取の場として、取り
組まれています。毎月、家族等には利用者の様子、医療
的経過、必要品の伝達等が行われ、職員の言葉も添え
られて文書で送付されています。家族等は、送付された
文書の内容や、得られた情報を基に、意見等を表出され
ています。職員は、家族等からの意向聴取や現状把握
など、双方向の交流に繋げられるよう留意されていま
す。家族・利用者からの意見を基に、戸外活動の菜園活
動が新設された事例が確認できました。

法人の全体会議を通じて管理者と理事長・事務長が意見
を交換する場を設け、それをティアラ会議にて各主任に伝
える双方向の仕組みをとっています。管理者は他職員と
の意見交換を日常的に行えるよう環境整備に努めていま
す。日常的なケアや対話の中から、職員のアイデアを拾
い代表者に相談できる体制を整えています。

年1回、管理者と職員の面談があり、業務に対する意見
や意向、職員自身の疑問や課題等について、話し合わ
れています。管理者以外にも主任が日常的に職員の様
子を見ながら声かけを行い、課題や悩み等が蓄積しない
職場環境作りを心がけられています。職員からの意見を
基に、YouTubeを活用した、日常活動やリハビリの拡充
が進行されています。
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令和6年度　グループホーム ティアラ

実践状況 次のステップに向けて期待したい内容

自己評価 外部評価

実践状況
自
己

外
部

項　　目

14 ○同業者との交流を通じた向上

代表者は、管理者や職員が同業者と交流
する機会を作り、ネットワークづくりや勉強
会、相互訪問等の活動を通じて、サービス
の質を向上させていく取り組みをしている

Ⅱ.安心と信頼に向けた関係づくりと支援

15 ○初期に築く本人との信頼関係

サービスを導入する段階で、本人が困って
いること、不安なこと、要望等に耳を傾けな
がら、本人の安心を確保するための関係づ
くりに努めている

16 ○初期に築く家族等との信頼関係

サービスを導入する段階で、家族等が困っ
ていること、不安なこと、要望等に耳を傾け
ながら、関係づくりに努めている

17 ○初期対応の見極めと支援

サービスを導入する段階で、本人と家族等
が「その時」まず必要としている支援を見極
め、他のサービス利用も含めた対応に努め
ている

家族からは、本人の耳には入れたくない事情などの相談
があるため、その都度個別に対応するなどの配慮をして
います。ご家族と本人との信頼関係が悪化しないよう、本
人への説明内容なども充分配慮しています。

サービス導入前にご本人やご家族と面談する際には職員
2人以上で面談し、その時希望している支援が何なのか多
角的に質問や意見聴取ができるようにしています。ご利用
前に面談した内容を職員に周知し不足している情報など
挙げてもらい情報に肉付けをするようにしています。入院
先からの入居の場合にはできるだけ病院にてカンファレン
スの場をもうけて頂いています。ご本人にとっては大きく
生活環境が変化するため、認知症への悪影響や体調の
変化も可能性として考えられることなど、リスクも含めて相
談し対応も考えた上でご入居いただいています。ご入居
直後は、24時間シート等を活用して観察を行い、ご本人が
一日でも早く環境になじめるように努めています。

市町村が行う研修会やケアマネ連絡会、包括が行う地域
包括ケア会議に参加しています。また、高槻ｹｱﾈｯﾄとい
う、介護保険事業者が情報交換や勉強会をする会に所属
しており、このネットワークを活かした交流も行っていま
す。近隣の病院のソーシャルワーカーさんとは顔見知りの
関係になっており、定期的に営業に行く際には必ず情報
交換を行っています。

サービス利用前に家族や担当ケアマネからの相談受付だ
けでなく、必ず本人と面談し家族の意向との調整を図りな
がら本人が納得してサービスをうけられるよう努力してい
ます。また、ケアマネージャー以外のスタッフも面接に同
行しています。収集した情報は必ず主治医にとどけ、フロ
アスタッフ、看護師とも共有し、スタッフの不安部分はでき
るだけ入居前に解消するようご家族とも相談しています。
ご家族・ご本人が安心して施設での生活が開始できるよう
にしています。
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令和6年度　グループホーム ティアラ

実践状況 次のステップに向けて期待したい内容

自己評価 外部評価

実践状況
自
己

外
部

項　　目

18 ○本人と共に過ごし支えあう関係

職員は、本人を介護される一方の立場
におかず、暮らしを共にする者同士の
関係を築いている

19 ○本人を共に支えあう家族との関係

職員は、家族を支援される一方の立場にお
かず、本人と家族の絆を大切にしながら、
共に本人を支えていく関係を築いている

20 （8） ○馴染みの人や場との関係継続の支援

本人がこれまで大切にしてきた馴染みの人
や場所との関係が途切れないよう、支援に
努めている

面会時、物品を持って来られた時などにおたがいにお顔
を見てもらうことや、はがきを送ってくださることで交流を
維持しています。ご面会への要望があった場合には、感
染予防対策を徹底して頂き、短時間ではありますが予約
制にて面会を実施しています。

コロナ禍前の従前から取り組まれていた、時候の葉書等
は特に意識して継続し、関係性の継続に取り組まれてい
ます。家族等との、面会・外出・外食・外泊も再開されて
おり、利用者が気分転換や楽しめる機会になっていま
す。近隣の地域社会資源や地域イベントへの外出も、可
能な範囲で再開されています。

一緒に食事をしたりレクリエーションをしたりしながら、お
互いが双方向的な関係であることを意識できる空間を大
切にしています。その人らしさをみつけ生活の中で役割を
担ってもらうと同時に利用者ノートの活用により職員に周
知徹底できるようにしています。一人一人が持っておられ
る能力を発揮していただき、どんなに小さいことでも、ご本
人の努力に対して感謝の気持ちを伝えるよう心がけてい
ます。このことを実施するため、個人個人の得意なことや
好きなこと、苦手なことをリサーチし、その方にあった毎日
の日課をもっていただいて共に暮らし支えあっています。
手作りごはんの行事も定期的に取り入れ、これまでご利
用者様が参加できなかった調理や盛り付けなどの場面で
も活躍していただけるようになりました。

月一度、利用者のご様子や施設の情報などを介護職か
ら、往診時の先生のお話は看護師から記入させていただ
いた手紙を書き、近況を報告させて頂いています。また、
ご家族様が来所された時には声かけを行い、現状報告と
同時に家族様からの要望、利用者様の生活歴や好きなこ
と、好きなものなどお聞きしてケアや日課を考える上での
ヒントにしています。病院への受診の協力もご家族様から
得られています。職員は常にご家族様の健康状態につい
ても日常会話の中から情報を得て、ご家族様の体調を気
遣う言葉かけをするよう心掛けています。また、ご利用者
様とご家族様が電話でのやり取りができるような支援も取
り入れています。
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令和6年度　グループホーム ティアラ

実践状況 次のステップに向けて期待したい内容

自己評価 外部評価

実践状況
自
己

外
部

項　　目

21 ○利用者同士の関係の支援

利用者同士の関係を把握し、一人ひとりが
孤立せずに利用者同士が関わり合い、支
え合えるような支援に努めている

22 ○関係を断ち切らない取組み

サービス利用（契約）が終了しても、これま
での関係性を大切にしながら、必要に応じ
て本人・家族の経過をフォローし、相談や
支援に努めている

Ⅲ．その人らしい暮らしを続けるためのケアマネジメント

23 （9） ○思いや意向の把握

一人ひとりの思いや暮らし方の希望、意向
の把握に努めている。困難な場合は、本人
本位に検討している

24 ○これまでの暮らしの把握

一人ひとりの生活歴や馴染みの暮らし方、
生活環境、これまでのサービス利用の経過
等の把握に努めている

初回アセスメント時に、本人や家族の言葉としてこれまで
の暮らしを教えて頂いています。居宅や地域包括支援セ
ンターのケアマネージャーさんからも在宅時のプランなど
の情報を頂いています。また、サービスご利用中にも世間
話として昔の話や趣味のことなども話題にし、情報の肉付
けを行っています。通院にご家族様と同行して、ご本人の
歴史についてお聞きしたこともあります。得られた情報は
職員に周知してケアに活かせる工夫をしています。

サービス利用終了後も、その後の経過を尋ねたり、相談を
いただいたりといった関係を継続しています。退所後別の
サービスのご利用の時は、相手先に情報提供を行い、そ
こでティアラと同等の生活を安心してできるように支援して
います。退所後にお亡くなりになられたとのお知らせをき
いた場合はできるだけ仏前に手を合わせに行かせていた
だき、家族と共通の思い出を語りあえる時間を設けていま
す。退所後、ご家族の許可とご本人の環境が許す限り面
会に伺うようにしています。

プラン更新時には、まず本人の意向を聞き反映していま
す。本人の意向を尊重するうえで家族様の意向・スタッフ
の意見なども集め、本人・家族様の思い、専門性を持った
意見などを取り入れたプランを作成の上、本人様、家族様
に説明、確認了承をいただくようしています。また、ご本人
様がご自分のことを十分に説明できない場合は、ご家族
様にご本人の生い立ちやこれまでの暮らしについてお聞
きしたり、ご本人が発する言葉やしぐさから思いを汲み
とったりしてプランやケアに反映させています。

食事や入浴時の利用者と職員のコミュニケーションか
ら、利用者自身の情報を収集する事を意識されていま
す。利用者からの直接聴取や意思確認、職員が日常に
利用者とかかわっている際に聴取・把握できた、利用者
自身が表した言葉や事実を記録し、職員間での共有を
行う事によって、想いや意向の把握に繋げる取組が行わ
れています。

同じホーム内および隣接する小規模多機能の利用者様と
の交流を行い、フラワーアレンジメン、合唱（ハーモニカ、
三味線演奏）等を催し、同じ目的をもって活動に取り組
み、ともに何かを作る喜びを分かち合う支援を行っていま
す。グループホーム内でご利用者様同士が一緒に家事を
行い、共にお互いの生活を支え合っています。
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令和6年度　グループホーム ティアラ

実践状況 次のステップに向けて期待したい内容

自己評価 外部評価

実践状況
自
己

外
部

項　　目

25 ○暮らしの現状の把握

一人ひとりの一日の過ごし方、心身状態、
有する力等の現状の把握に努めている

26 （10）○チームでつくる介護計画とモニタリング

本人がより良く暮らすための課題とケアの
あり方について、本人、家族、必要な関係
者と話し合い、それぞれの意見やアイディ
アを反映し、現状に即した介護計画を作成
している

27 ○個別の記録と実践への反映

日々の様子やケアの実践・結果、気づきや
工夫を個別記録に記入し、職員間で情報を
共有しながら実践や介護計画の見直しに
活かしている

28 ○一人ひとりを支えるための事業所の多機能化

本人や家族の状況、その時々に生まれる
ニーズに対応して、既存のサービスに捉わ
れない、柔軟な支援やサービスの多機能
化に取り組んでいる

その時々の歩行状態に合わせた福祉用具の必要性を、
ケアマネを中心に検討し、安全・安定して利用できるまで
訓練を行った事例もあります。歩行不安定になった利用者
に対して、医師や家族に調整を行い、訪問リハビリを導入
して改善を図った事例もあります。

会議を定期的に開くほかに担当職員が中心となって本人
の意向を聞いたり家族に直接あるいは電話で意見を聞い
たりし、ご本人や家族と共に介護計画を作成するようにし
ています。連絡ノートや利用者ノート、グループホーム会
議の場を活用することにより、職員同士でもアイデアや意
見が言えるようにしています。ご家族参加型の行事や月
に一度のお手紙あるいは電話での話し合いでご本人のグ
ループホームでの現状を考えて頂き、意見を収集して計
画につなげています。

日々のミーティングでの報告や、支援経過を基に、モニタ
リング、アセスメントに繋げられ策定された、計画原案に
基づく、担当者会議を経て、計画の立案に繋げられてい
ます。担当者の気付きや発見は、ミーティングでの共有
事項や支援経過に記録されています。利用者の意向は
都度確認され、記録にも反映されています。

申し送りや健康チェック表、利用者ノート、毎日のミーティ
ングの場を利用しながら、会議以外でもいつでも意見や気
づき、アイデアを記入することで情報を共有しています。ケ
アプランの実施表を設け十日ごとのプラン実施状況を
ケース担当者が記録し、月末には、総合評価を行ってい
ます。計画作成担当者は、総合評価をプランに反映させ
ています。

ご本人の生活のペースを把握し快適に過ごして頂けるよ
うに努めており起床時間や就寝時間は基本的には、ご本
人のペースに合わせています。ご本人の楽しみや嗜好を
探り、安全に行って頂けるよう実施場所なども全員で検討
しています。利用者それぞれに役割をもっていただき、家
事を分担して行っていただいており今ではそれが日課に
なってきています。ＡＤＬ低下予防のため、毎日昼食前の
口腔体操では下肢筋力を向上させる体操を取り入れて実
施しています。
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令和6年度　グループホーム ティアラ

実践状況 次のステップに向けて期待したい内容

自己評価 外部評価

実践状況
自
己

外
部

項　　目

29 ○地域資源との協働

一人ひとりの暮らしを支えている地域資源
を把握し、本人が心身の力を発揮しながら
安全で豊かな暮らしを楽しむことができるよ
う支援している

30 （11）○かかりつけ医の受診支援

受診は、本人及び家族等の希望を大切に
し、納得が得られたかかりつけ医と事業所
の関係を築きながら、適切な医療を受けら
れるように支援している

31 ○看護職との協働

介護職は、日常の関わりの中でとらえた情
報や気づきを、職場内の看護職や訪問看
護師等に伝えて相談し、個々の利用者が
適切な受診や看護を受けられるように支援
している

入所前にかかりつけ医についての意向を聞き、変更の希
望がある場合は、在宅時のかかりつけ医から診療情報提
供という形でしっかり引継ぎを受け安心してご入居頂ける
ようにしています。看護職を介在させることによって医師
への連携がスムーズに行えるようにしています。日常的な
医療管理については、往診により受診して、いつでも相談
や連携が行えるようにしています。往診前には看護師が
事前にＦＡＸをしており、スムーズな受診につなげていま
す。他科に受診する際にも主治医に紹介状を作成してい
ただきスムーズに受診できています。かかりつけ医とは休
日や夜間でも常に連絡が取れる体制にあり、発見した異
常を早期に解決することにもつながっています。

かかりつけ医は、利用者の意向で決定されています。24
時間対応可能な、施設協力医療機関へ、かかりつけ医
を変更される利用者が多いですが、利用者の疾患事情
や専門医等については、入居前からの医師や専門医を
継続されています。医療対応については、家族とも連携
され、必要に応じた前医や他院の情報提供を受け、適切
な医療提供に努められています。

健康チェック表や申し送りを中心に、看護師と介護職員が
連携をとるようにしており、少しの変化でもすぐに相談がで
きる体制をとることができています。また、日常のケアの
中で、健康面で少しでも疑問に感じた事や異変ではない
かと思ったことについては、いつでも看護師に連絡をとっ
て指示を仰いでいます。日々しっかりと健康状態を観察し
看護師の出勤日には申し送り簿、利用者ノート、、口頭で
報告が伝わるようにしています。また、往診の後にはその
結果をノートに記載して周知をはかっています。

今まで地域からボランティアでさまざまなレクリエーション
の提供に来てもらい、バルーンリハビリ、音楽療法、ハー
モニカ、フラワーアレンジメントなどをおこなっていましたが
現在は、コロナウイルスの影響で直接グループホームへ
のボランティアは解除になっていません。コロナ以前ティア
ラの訪問美容を好まない方は、地域の美容院の協力をえ
て、カットや毛染めなどを行っていたこともありました。
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令和6年度　グループホーム ティアラ

実践状況 次のステップに向けて期待したい内容

自己評価 外部評価

実践状況
自
己

外
部

項　　目

32 ○入退院時の医療機関との協働

利用者が入院した際、安心して治療できる
ように、又、できるだけ早期に退院できるよ
うに、病院関係者との情報交換や相談に努
めている。あるいは、そうした場合に備えて
病院関係者との関係づくりを行っている。

33 （12）○重度化や終末期に向けた方針の共有と支援

重度化した場合や終末期のあり方につい
て、早い段階から本人・家族等と話し合い
を行い、事業所でできることを十分に説明
しながら方針を共有し、地域の関係者と共
にチームで支援に取り組んでいる

34 ○急変や事故発生時の備え

利用者の急変や事故発生時に備えて、全
ての職員は応急手当や初期対応の訓練を
定期的に行い、実践力を身に付けている

急変時や事故発生時の対応はマニュアルを設けており、
研修時に理解するとともに、実践的な訓練を行っていま
す。緊急時には隣接する小規模多機能と連携して事にあ
たるように教育を徹底しており、とくに夜間については新
人教育時から対応の方法を繰り返し伝えて、職員にも不
安がないようにしています。事故発生の場合は事故報告
書を作成し、原因究明をきちんと行う事によって再発防止
に努めています。繰り返し事故、重大事故、内出血につい
ては、介護職員の心理状態や前日からのご本人の様子も
記載できる様式を用いて、介護、環境、本人状況などの多
角的な原因解析が行えるようにしています。

入院時にはすぐに利用者の日常の状態を病院に伝えら
れるように、「ケア手順書・看護サマリー」を整えており、適
宜見直しをしています。入院時には定期的に本人を見舞
い、不安を減らす支援をするとともに、家族とも連絡をとり
あい、病院内での様子や変化、退院の見通しなどについ
て情報を得るようにしています。また、退院前にカンファレ
ンスを持ってもらうようＭＳＷなどに働きかけています。カ
ンファレンスにはできるだけ看護職も参加するようにして
います。カンファレンスが不可能な場合には、必ず看護サ
マリーをいただいています。

重度化した場合における対応に係る指針を設定しており、
契約時から終末期について家族の意向を確認し書面で保
存しています。本人の状態が変化した場合にはあらため
て家族の意向を聴くようにしています。看護職員を配置
し、かかりつけ医との連携を強化しています。医師からは
「夜中でもなんでもおかしいと思ったら私に相談しなさい
よ。」と声をかけていただいています。終末期の判定は、ご
家族に対して主治医からしっかりと説明をしていただく体
制が整っています。

重度化・終末期に関する指針が定められており、説明同
意が得られています。入居時に、重度化・終末期に向け
た意向把握が行われています。特別養護老人ホームや
医療を含めた、利用者の意向に沿った終末期の移行が
スムーズに出来るよう努められています。
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令和6年度　グループホーム ティアラ

実践状況 次のステップに向けて期待したい内容

自己評価 外部評価

実践状況
自
己

外
部

項　　目

35 （13）○災害対策

火災や地震、水害等の災害時に、昼夜を
問わず利用者が避難できる方法を全職員
が身につけるとともに、地域との協力体制
を築いている

Ⅳ．その人らしい暮らしを続けるための日々の支援　

36 (14) ○一人ひとりの尊重とプライバシーの確保

一人ひとりの人格を尊重し、誇りやプライバ
シーを損ねない言葉かけや対応をしている

37 ○利用者の希望の表出や自己決定の支援

日常生活の中で本人が思いや希望を表し
たり、自己決定できるように働きかけている

命令・強制・否定言葉の禁止は理念にも掲げており、新人
研修でその重要性を学ぶとともに年2回の全職員を対象と
した基礎研修でも再度徹底して人格尊重の教育を行って
います。個人情報の記載された書類は必ず鍵のかかる場
所に保管し、廃棄する場合はシュレッダーを通したり、機
密文書廃棄のルールに則って廃棄しています。さらに業
務上知りえた利用者および家族の秘密は洩らさないこと
を説明したうえで雇用契約を締結しており、職員の入社時
研修でも教育するとともに同意書をとっています。また、介
護を行う際には羞恥心に配慮して実施するよう研修など
で徹底しています。

法人理念で、利用者の尊厳は強くうたわれており、年２
回の研修時等、機会がある場合他、職員への周知徹底
に取り組まれています。施設の設計から、利用者の視線
が重複しない空間作りとなっており、各居室やリビングか
ら、他の居室内や浴室等が視野に入らない造りになって
います。言葉がけによるプライバシー配慮にも留意され
ています。

今日着たい服や今したいことといった日常生活の細かい
部分にも、本人の意向を反映するようにしています。行事
でお弁当を食べるときには写真つきメニューを用意して、
ご本人の「わかる力」を活かして自己決定できる工夫をし
ています。したいことを防げない声掛けの工夫は常におこ
なっています。朝はゆっくりと起きる方には遅い時間を融
通しています。お化粧ができるご利用者様には、できるだ
けご自分の力でメイクできるよう声掛けを工夫していま
す。自己決定と安全・健康のバランスがとれるように配慮
しています。

年2回の消防訓練を職員、利用者参加のもと行い、避難
方法や初期消火の方法を身に付けています。地域の利用
者家族や民生委員とも協力して訓練をおこなっていまし
た。加えて、地域の防災訓練にも参加し、ティアラの存在
を知って頂くとともに、地域の防災力を理解する努力を
行っていましたが、現在はコロナ渦の影響もあり、地域の
方と共にはできていない状況です。平成23年3月11日の
東日本大震災、平成28年4月16日の熊本地震を受け、香
西会では拡大安全対策委員会を設け、大規模災害時に
備えたマニュアルを整備し備蓄を確保しました。令和6年
よりBCPを策定しています。

夜間想定の避難訓練で、地域の民生委員等の参加もあ
るなど、地域と一体になった災害対策が行われていま
す。地域の防災関係の施設や備蓄品備品等も把握され
ており、地域の災害対策と協働できる体制が確立されて
います。３日分の水・食料・消耗備品等の備蓄がありま
す。法令による指定地域指定施設のため水防計画・訓
練も策定されています。火災や地震、水害等の災害時
に、昼夜を問わず利用者が避難できる方法を全職員が
身につけるとともに、地域との協力体制を築いています。
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令和6年度　グループホーム ティアラ

実践状況 次のステップに向けて期待したい内容

自己評価 外部評価

実践状況
自
己

外
部

項　　目

38 ○日々のその人らしい暮らし

職員側の決まりや都合を優先するのでは
なく、一人ひとりのペースを大切にし、その
日をどのように過ごしたいか、希望にそって
支援している

39 ○身だしなみやおしゃれの支援

その人らしい身だしなみやおしゃれができ
るように支援している

40 (15) ○食事を楽しむことのできる支援

食事が楽しみなものになるよう、一人ひとり
の好みや力を活かしながら、利用者と職員
が一緒に準備や食事、片付けをしている

利用者の能力に応じ、おしぼりの準備・机ふき・食器、お
ぼん拭き、後片付けなどに関わってもらうようにしていま
す。食べる事が苦痛にならないよう、本人のペースで食べ
て頂き、食べやすい食事形態や食器の工夫を行っていま
す。食の細い方にはおにぎりをにぎったり、ふりかけをか
けてみたり、盛り付けを工夫したりと食事が楽しくなるよう
にしています。又、行事として定期的に手作り料理の日を
設け、利用者様、職員で担当を決め、できる限り食べたい
メニュー、買い物、下準備、調理、食事まで一緒にご参加
いただける工夫もしています。ご自分で作った料理はいつ
もより食が進むようです。

月2回程度、食事レクリエーションとして、手作り料理やお
やつ作りの日が設けられており、利用者が食べたいメ
ニューで、準備から食事まで、利用者が一緒に楽しめる
機会となっています。施設敷地内で菜園活動が行われ
ており、利用者が耕作から収穫までかかわる事で、利用
者の楽しみや役割にも繋げられています。

起床時間や就寝時間などは、ご本人の生活ペースを尊重
しています。例えば朝起きるのが辛い日は、食事廃棄の
制限時間までゆっくりと休んでいただき一日が気持ちよく
過ごして頂けるよう配慮しています。食事は、職員がせか
すことなくゆっくり時間をかけて召し上がって頂いていま
す。ご本人の希望を優先する努力をしていますが、こちら
の都合で予定を変更する場合や利用者のその時の気持
ちに合わないことに対しては、本人の事前の納得が得ら
れるよう十分な説明を行っています。

今までの暮らしの情報を把握したことにより、その時々の
状況にあった服を選んだり、本人がおしゃれ道具や服を
使いやすい配置にしたり、いつでもおしゃれが楽しめるよ
うに配慮しています。また、家族には事前に行事や本人の
おしゃれや整容に対する意向を伝え家族と共に準備がで
きるようにしています。整容のチェック表を新設し、「爪切
り・耳掃除・髭剃りなど」の間隔が空きすぎないよう工夫が
できました。
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令和6年度　グループホーム ティアラ

実践状況 次のステップに向けて期待したい内容

自己評価 外部評価

実践状況
自
己

外
部

項　　目

41 ○栄養摂取や水分確保の支援

食べる量や栄養バランス、水分量が一日を
通じて確保できるよう、一人ひとりの状態や
力、習慣に応じた支援をしている

42 ○口腔内の清潔保持

口の中の汚れや臭いが生じないよう、毎食
後、一人ひとりの口腔状態や本人の力に
応じた口腔ケアをしている

43 (16) ○排泄の自立支援

排泄の失敗やおむつの使用を減らし、一人
ひとりの力や排泄のパターン、習慣を活か
して、トイレでの排泄や排泄の自立にむけ
た支援を行っている

一人一人の利用者に応じて、できるだけ本人の力を活か
して食後に口腔ケアが行えるようにしています。義歯ケー
スをどこに収納したのか分からなくなるご利用者様には、
食事直後に義歯を外していただいて預かるなど、かむこと
に不自由が出ないように工夫しています。希望者には訪
問歯科診療が受けられるように手配しています。全員が
食事前のうがいを行うよう習慣づけています。個々人の磨
き残しや口腔トラブルについては、歯科医より適宜アドバ
イスをもらうことができています。

健康チェック表を活用し、日中夜間の状態に配慮し、かつ
本人の身体的・精神的負担を考慮し、本人にふさわしい
排泄の方法を家族とともに選定しています。排泄一部介
助の方については立位、移乗、後始末など、ご本人がで
きることは可能な限りがんばっていただくようにしていま
す。排泄に集中できない方に対しては、ドアの傍で待機す
るなど少しでも排泄に集中できるように支援しています。
パッドや紙パンツを使用している方でも排泄パターンを見
て定時といれ誘導を行っています。排泄行動自体が自立
していても、パッドやパンツの交換が適切にできない方に
は、毎回タイミングをみて介入し、正しく排せつ用具が使
用できるようにアドバイスをしています。また、その方の排
泄量や睡眠状態に応じて、吸収量の違うパッドをご家族
様と相談の上で用意していただき対応しています。

利用者全員が、トイレでの排泄が可能であるため、排泄
自立の継続を大切にされており、利用者自身が自立した
排泄継続できるよう、声かけや誘導にも配慮されていま
す。利用者の状態を踏まえ、柔軟な排泄支援が行えるよ
う心がけられています。声かけや誘導時には、利用者の
羞恥心に配慮し、尊厳を損なわない支援の提供が行わ
れています。

全ての利用者様について食札などに食事形態や制限を
記載し、誰がどのような形で摂取するかがわかるようにし
ています。できるだけ安全に美味しく食べていただけるよ
う日々観察を行い、看護師や医師、家族様と相談しながら
食事形態や量を変更しています。水分も含め、食事摂取
量は一覧できる記録表に残しています。とくに水分摂取量
には気を付けており、入浴後には、スポーツドリンクで水
分補給し、10時にはコーヒータイムを設けてそれぞれの好
みのものを提供することで水分摂取量を確保するように努
めています。
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令和6年度　グループホーム ティアラ

実践状況 次のステップに向けて期待したい内容

自己評価 外部評価

実践状況
自
己

外
部

項　　目

44 ○便秘の予防と対応

便秘の原因や及ぼす影響を理解し、飲食
物の工夫や運動への働きかけ等、個々に
応じた予防に取り組んでいる

45 (17) ○入浴を楽しむことができる支援

一人ひとりの希望やタイミングに合わせて
入浴を楽しめるように、職員の都合で曜日
や時間帯を決めてしまわずに、個々にそっ
た支援をしている

46 ○安眠や休息の支援

一人ひとりの生活習慣やその時々の状況
に応じて、休息したり、安心して気持ちよく
眠れるよう支援している

本人の疲れの程度や体力、本人からの希望に応じて、、
休息してもらえるようにしています。日中の臥床時間が長
くなり過ぎないように配慮しています。。夜間眠れない場合
や傾眠が強い場合には、ご本人の言動や行動やしぐさか
ら眠れない原因を考えた上で主治医にも相談できる体制
ができています。布団対応にするか、ベッドをご利用にな
るか、抱き枕が必要かなど寝具についても家族と共に考
えています。

看護師や医師と連携をとりながら、水分補給を促し、便秘
の予防に努めています。水分の摂取を促すことで浣腸の
回数が減った事例もこれまでにありました。排便リズムは
健康チェック表に記載して全職員が共有しています。看護
職員が排便の無い期間を常にチェックし、三日間便秘が
継続している時点で医師と相談して排便ができるよう、投
薬や摘便の指示をうけています。排便対応一覧表に対応
方法をまとめ誰もがわかるようにしています。排便後に意
識レベルが低下しやすい利用者は、その対応も含め医師
から指示を頂くことができています。

グループホームの風呂場を使用して、一人ずつ入浴して
います。「今日は入りたくない」「順番は最後にして欲しい」
など個々人の要望もできるだけ聞きつつも週3回は入浴で
きるように工夫しています。入浴が高齢者にとって体力を
消耗するものであることを全員が理解し事前のバイタル
チェックを欠かさないようにして、血圧や体温に異常があ
る場合は看護師の判断により清拭に切り替えたり、入浴
を中止したりする場合もあります。羞恥心や恐怖心に配慮
しつつ、利用者が気持ちよく入浴できるように声掛けや職
員の立ち位置を工夫しています。

プライバシースペースが確保されており、入浴時の羞恥
心に配慮されています。個浴のため、都度湯を張り替
え、気持ちよく入浴して頂けるよう配慮されています。脱
衣所等の温度管理も行われており、体調変化も含め、入
浴にリスクを伴う、または、入浴意欲を削ぐ環境的な要
因を排除できるよう努められています。
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令和6年度　グループホーム ティアラ

実践状況 次のステップに向けて期待したい内容

自己評価 外部評価

実践状況
自
己

外
部

項　　目

47 ○服薬支援

一人ひとりが使用している薬の目的や副作
用、用法や用量について理解しており、服
薬の支援と症状の変化の確認に努めてい
る

48 ○役割、楽しみごとの支援

張り合いや喜びのある日々を過ごせるよう
に、一人ひとりの生活歴や力を活かした役
割、嗜好品、楽しみごと、気分転換等の支
援をしている

49 (18) ○日常的な外出支援

一人ひとりのその日の希望にそって、戸外
に出かけられるよう支援に努めている。
又、普段は行けないような場所でも、本人
の希望を把握し、家族や地域の人々と協
力しながら出かけられるように支援してい
る

50 ○お金の所持や使うことの支援

職員は、本人がお金を持つことの大切さを
理解しており、一人ひとりの希望や力に応
じて、お金を所持したり使えるように支援し
ている

本人・家族様と相談の上、可能な方に対しては自己管理
でお願しています。自己管理が困難な方については、限
度額を聞いておき、領収書をもって対応しています。行事
の際のお小遣いや小銭は出来る限りご本人にもっていた
だくようにし、職員が付き添ってお金を使う感覚を呼び覚
ましていただいています。

それぞれの利用者の能力に応じ、できる家事を割り振っ
て毎日の日課として行ってもらっています。洗濯たたみ、
洗濯干し、食器・お盆拭き、おしぼり巻はご利用者様の日
課となっており「まだ、洗濯乾かんの？」と、ご利用者様か
ら積極的に関わろうとする声も出ています。頼られることを
喜び、家事を楽しんでおられます。間食を楽しみにしてい
るご利用者様には、ご家族が持って来て頂いたお菓子を
できる限りおやつの時にプラスして召し上がって頂いてい
ます。

天気や気候、ご本人の体調をみながら、近くの公園やポ
ストに郵便物投函などに散歩できるよう支援しています。
又、地域のごみ拾い等に参加して下さることも、草刈りに
参加していただくこともありました。地域の防災訓練には、
ご利用者を伴って参加するようにしていました。職員が行
う買い物の際に、利用者様に同行を促し、街並みや商店
の雰囲気を楽しんでもらったこともあります。今年はコロナ
で全ての行事が中止になる中、近隣の公園へお花見に出
かけることができました。また、地域の文化祭へも参加で
きました。

コロナ禍の制限緩和に伴い、家族等との外出・外食・外
泊が再開拡充されており、従前行われていた、地域イベ
ントや地域行事、地域との日常的な交流も再開されてい
ます。施設近隣の思いでのある場所、記憶なる場所等へ
の散歩や訪問も行われています。

コロナ禍の制限緩和に伴い、
様々な外出等が再開されてい
ますが、従前行われていたこ
とに近づけ、さらに上回るよう
な外出の展開拡充に期待しま
す。

利用開始時に服薬説明書を提供してもらい、薬の目的や
副作用、用法、用量について看護師を中心として全員が
理解するよう努めています。処方箋と照合しながら配薬は
看護師の手で確実に行い介護職員はシフトによって服薬
に関する役割を決め、必ず提供までに二人以上の職員で
チェックできるように配慮しており、服薬チェック表で確実
に服薬ができる支援をおこなっています。服薬調整が必
要な場合は、いつでも医師に相談できる体制ができてい
ます。医師から服薬を調整を受けた場合は、看護師、介
護支援専門員からどのような薬の効用があったか回答し
ています。
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令和6年度　グループホーム ティアラ

実践状況 次のステップに向けて期待したい内容

自己評価 外部評価

実践状況
自
己

外
部

項　　目

51 ○電話や手紙の支援

家族や大切な人に本人自らが電話をした
り、手紙のやり取りができるように支援をし
ている

52 (19) ○居心地のよい共用空間づくり

共用の空間（玄関、廊下、居間、台所、食
堂、浴室、トイレ等）が、利用者にとって不
快や混乱をまねくような刺激（音、光、色、
広さ、温度など）がないように配慮し、生活
感や季節感を採り入れて、居心地よく過ご
せるような工夫をしている

53 ○共用空間における一人ひとりの居場所づくり

共用空間の中で、独りになれたり、気の
合った利用者同士で思い思いに過ごせる
ような居場所の工夫をしている

54 (20) ○居心地よく過ごせる居室の配慮

居室あるいは泊まりの部屋は、本人や家
族と相談しながら、使い慣れたものや好み
のものを活かして、本人が居心地よく過ご
せるような工夫をしている

入居時には、早くなじめるように、長年愛用した家具の搬
入などお願いしています。個人の愛用品やなじみの品は
その都度持って来て頂けるようにしています。一方で、搬
入された家具に乗ろうとされるなどの危険行為が見られた
場合には、危険なく使っていただくための工夫をし、場合
によっては持ち帰って頂くことも行っています。居室の家
具の配置は、ご本人のＡＤＬやエアコンの好き嫌い、まぶ
しさなどのお好みを聞いて考えるようにしています。

利用者の従前からの生活維持継続のため、入居時の持
ち込み制限はありません。利用者が環境に馴染みやす
いように、家具配置等は、入居前と使い勝手や方向等が
変わらないよう工夫した配置を心がけられています。消
灯等は定められておらず、利用者自身の生活リズムの
合わせた就寝が行われています。

建物自体民家風にし、内部は木のあたたかみを感じられ
る空間としています。季節ごとに飾り付けを変え季節感が
伝わるよう工夫しています。利用者の行事などの写真や
香西会で作っている新聞を掲出し、親しみが持てるよう工
夫しています。共有スペースはフリーとし、それぞれが好
きな場所で好きなことをして過ごせる空間としています。フ
ロアは日差しがよく入る明るい空間ですが、時としてまぶ
しさや暑さの原因になるため、ご利用者様の了解を得な
がらカーテンにより光や温度が調整できるよう工夫してい
ます。コロナ禍となってからは、感染予防のため、対面に
ならないよう机の形や配置を工夫しています。

採光に配慮され、ふんだんな日光が取り入れられるホー
ル構造になっています。居心地良く過ごして頂くため、ソ
ファーの配置等に配慮し、方向や日当たり、居心地の確
保に繋がるよう工夫されています。共用空間から、居室
内やトイレの出入り口、浴室出入り口等は、直接見えな
い構造となっており、プライベートスペースと共用空間の
分離が行われると共にプライバ
シー配慮へも繋がっています。楽しみを持てるよう、行事
やイベントの掲示を行い、利用者が期待を持てるきっか
け作りにもなっています。

食堂兼居間の中でも、自分の席、台所、職員詰所など、自
分が居たい場所に自由に移動してもらっています。それぞ
れにお気に入りの場所を確保して過ごして頂いています。
広間の中での席順は他のご利用者様との関係性を見な
がら、お互いが不快にならないように配慮して決めていま
す。フロアの端にはソファーを置き、自席をはなれて、その
時々に気の合う方と共に時間を過ごせるようにしていま
す。一人になりたい時は、自由にお部屋に戻れるように支
援しています。

個々の要望があれば対応するようにしています。本人が
できる部分を見極めて、最少の援助を行うように心がけて
います。年賀状のお返事を書きたいと言う要望について
は、共に年賀状を買いに行き、書かれたものを近所のポ
ストに投函する事を支援しました。携帯電話を所持してい
る方は、ご家族様へ電話をされる際には職員にて操作方
法など一緒にさせて頂いています。
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令和6年度　グループホーム ティアラ

実践状況 次のステップに向けて期待したい内容

自己評価 外部評価

実践状況
自
己

外
部

項　　目

55 ○一人ひとりの力を活かした安全な環境づくり

建物内部は一人ひとりの「できること」「わ
かること」を活かして、安全かつできるだけ
自立した生活が送れるように工夫している

居室掃除を共におこなうことにより、安全性を確かめなが
ら居心地の良い空間をつくりだしています。居室やトイレ
が分からなくなる方については、名札やトイレの表示を大
きく書き出し、本人が安心して使えるようにしています。
ベッドが馴染めないご利用者さまには布団対応をしつつ、
立ち上がりの能力や危険性を配慮し、立ち上がり用の手
すりを設置した事例もありました。
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